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４.対象となる文化の範囲

本計画では、対象となる文化の範囲を文化芸術基本法に例示されているものを参考に、

以下の表に示したものとします。

文化財等
有形、無形、民俗、記念物、文化的景観、建造物、

伝統的建造物群、埋蔵文化財、保存技術

地域における伝統文化 地域固有の伝統芸能及び民俗芸能

芸術
文学、音楽、美術、工芸、デザイン、写真、演劇、

舞踊などの芸術

メディア芸術
映画、漫画、アニメーション及びコンピュータなどの電

子機器等を利用した芸術

伝統芸能
能楽、雅楽、文楽、歌舞伎、組踊などわが国古来の伝統

的な芸能

芸能 講談、落語、浪曲、漫談、漫才、歌唱などの芸能

生活文化 茶道、華道、書道、食文化などの生活に係る文化

国民娯楽及び出版物等 囲碁、将棋などの国民的娯楽、出版物、レコードなど
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７.計画の期間

本計画の期間は、2026年度４月から、2030年度３月までの５年間とします。
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第３次佐賀市総合計画

（2025～2040）

基本計画

総合戦略

第４次佐賀市文化振興

基本計画

佐賀市歴史的風致維持

向上計画 第２期

（2022～2031）

文化芸術推進基本計画

第２期

（2023～2028）

前期基本計画 後期基本計画

総合戦略 総合戦略 総合戦略 総合戦略




